
業績目標の標語（指導者評価）
目標としていた達成水準を上回る成果を出した（１００％超）

目標としていた達成水準に到達した（１００％）

わずかに目標の達成水準に達しなかった（９０％以上１００％未満）

目標の達成水準には届かなかった（６０％以上９０％未満）

目標の達成水準までは遠い結果となった（６０％未満）

目標達成のための取り組みが見られなかった

氏　名 岩野　庄司
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２０２５（令和７）年度 部局マニフェスト
～私たちの組織使命と目標～

部局名 建設部

役　職 部長

◎部局目標１ 関連の施策・基本事業No ― 〈これまでの経緯〉
令和２年度より緊急浚渫推進事業債の活用により、
浚渫工事を実施してきた。

〈取り組む目的〉
気候変動等による浸水被害等を防ぐため、緊急的に
河川の堆積土砂を撤去する。

〈現状分析〉
浚渫予定河川の47河川（５８箇所）の浚渫が完了し
た。
浚渫により河川の断面が確保され、越水の危険性
が大幅に軽減できている。

〈課題〉
緊急浚渫推進事業債が令和１１年度まで延長された
ため、早急に期間中の事業実施計画を策定する必
要がある。

〈目標数値〉
６河川の浚渫及び竹木伐採工事を実施する。
１２月までに浚渫が必要な箇所を抽出し、令和１
１年度までの事業計画（年１０箇所）を策定する。

〈達成された状態〉
河川の浚渫により適正な河川管理を行うことで、
安心で安全な市民生活が確保できる。

〈手段・工程〉
市が管理する河川の点検を実施し、浚渫が必要
な箇所を抽出する。土砂の堆積量や周辺への影
響を考慮し、実施の優先順位を付け事業計画を
策定する。来年度の計画は９月までに策定し、予
算に反映する。

▼

目標の達成
水準には届
かなかった
（60％以上
90％未満）

今年度の河川の浚渫については、残土処分地の確保に苦慮し、
有償処分をせざるを得なかったこともあり、予算を確保できず４箇
所の実施となった。また、市内河川の巡回点検を実施し事業計画
を策定した。

業績目標 表題 現状や課題 達成水準
（どこまでできれば達成したといえるか）

達成状況
（自己評価）

理由

▼

目標としてい
た達成水準
に到達した
（100％）

昨年度に引き続く、第２弾・第３弾の啓発動画を新たにアップロー
ドを行い、また、窓口では簡易説明資料を作成し、来庁者に対して
啓発活動を実施した。その結果、アンケート調査において83％の
熟知度を達成することができた。

伊賀市都市マスター
プランに掲げる「伊賀
流多核連携型の都市
構想」を基本に、住み
続けられ他地域から
も選ばれる都市の姿
を目指します

「伊賀市の適正な土地利用に関
する条例」並びに「立地適正化計
画」の市民等への周知

市民が安心・安全に
暮らせるよう減災対策
に取り組みます

河川浚渫工事の実施

◎部局目標２ 関連の施策・基本事業No ― 〈現状分析〉
令和４年度に見直した「伊賀市の適正な土地利用に
関する条例」と「伊賀市立地適正化計画」に関して、
昨年度（令和６年度）、市のYouTubeチャンネルで周
知を行い、宅建業者を対象に認知度アンケートを実
施した結果、70％の業者が計画を認知していること
が分かった。なお、この「伊賀市立地適正化計画」と
は緩やかにコンパクト化を図るものである。

〈課題〉
「伊賀市立地適正化計画」を推進していくにあたり、
宅建業者や事業者の協力と意識改革が重要であ
る。計画区域内への対象施設の誘導率向上を目指
し、詳細な計画内容を理解してもらう必要がある。

〈達成目標〉
７０％以上の宅建業者が「伊賀市立地適正化計
画」で示す詳細な計画内容を熟知している。

〈目標が達成した状態〉
市都市マスタープランに掲げる将来都市構造へ
の誘導が促進される。

〈手段〉
令和6年度には立地適正化計画の概要説明動画
をアップし、認知度70％を維持しつつ、市民に限
らず幅広い層への情報提供を目的に、詳細な説
明動画も公開して、誘導区域内への対象施設の
誘導率を徐々に向上させる。
宅建業者へのアンケート調査を実施し、立地適正
化計画の熟知度や理解度を把握し、今後の施策
に活かしていく。



▼

わずかに目
標の達成水
準に達しな
かった（90％
以上100％
未満）

・耐震診断件数：32件・耐震改修工事：２件・耐震シェルター：０件
耐震診断や耐震ｼｪﾙﾀｰは耐震工事に繋げるきっかけであり、耐震
化率の向上を主眼に置いた場合は耐震工事の目標達成できたこ
とに評価の比重を置いた。
よって伊賀市における耐震化率向上のため、耐震診断等の働き
かけを通して改修工事を目標どおり達成できた。

市民が安心して暮ら
せる街づくりを目指し
ます

木造住宅等の耐震化

わずかに目
標の達成水
準に達しな
かった（90％
以上100％
未満）

20世紀遺産のまちづくり検討会議を５回開催し、主にふれあいプラ
ザの方向性の庁内議論を進められた。併せて当市の持つ文化的
価値の向上に資するPR活動（youtube公開、シンポジウム開催、
紹介パンフ作成等）を積極的に展開した。景観計画改定に際して
の、景観保全の重要性を周知した。また、次年度から開始する都
市計画道路の見直しのための庁内会議を、関係する部署も含め
て、１３以上の部署との協議を実施し、課題の洗い出しを実施し
た。次年度以降の見直し事務の円滑化に寄与した。ただし、景観
計画改定に関して、市民への説明機会の充実化を必要とし、年度
内完了が見込めず、次年度への繰越対応を行うことで、更なる市
民との対話の充実化を図っていくこととしている。

伊賀市都市マスター
プランに掲げる「伊賀
流多核連携型の都市
構想」を基本に、住み
続けられ他地域から
も選ばれる都市の姿
を目指します

良好な景観形成に向けた制度設
計

◎部局目標４ 関連の施策・基本事業No ― 〈これまでの経緯〉
国・県・市の補助制度の活用により耐震化を促進し
てきた。
　
〈取り組む目的〉
木造住宅等の耐震化を推進する。

〈現状分析〉
毎年継続して木造住宅の耐震診断・耐震補強（リ
フォーム共）等補助制度の活用を行っている。

〈課題〉
継続的な耐震化の普及啓発

〈目標数値〉
年度内における木造住宅の耐震診断件数を50件
とし、耐震改修工事及び耐震シェルター設置工事
に係る補助件数をそれぞれ2件及び1件とする。

〈達成された状態〉
市民が住まいで安心して暮らせるまちづくりを実
現する。

〈手段・工程〉
年２回の戸別訪問やパネル展示等を継続して実
施するとともに、市発信の広報媒体を活用した広
報（広報紙、ホームページ、インスタグラム、ケー
ブルテレビ等）や市内の建築事務所等へ周知啓
発を行う。

◎部局目標３ 関連の施策・基本事業No ― 〈現状分析〉
「伊賀市中心市街地活性化基本計画」、「伊賀市歴
史的風致維持向上計画」、「伊賀市景観計画」等そ
れぞれの計画が連携するための、「伊賀市20世紀遺
産のまちづくり検討会議」を設置し、庁内関係部との
連携ができる体制が出来ている。景観計画について
は策定から15年以上が経過し、現状の住民ニーズ
に合っていない状態である。

＜課題＞
生活様式の変化に対応した現状に合う景観形成に
向けた制度として見直す必要がある。また、都市計
画道路について、都市計画決定から50年以上経過
しているものもあり、これに伴う建築制限が長期化し
ている。

〈達成目標〉
・20世紀遺産のまちづくり検討会議を開催すると
ともに、課題等の解決に向けた具体的活動を行
う。
・景観計画見直し業務を実施し、その内容に関し
てのパブリックコメントの案を作成、実施する。
・都市計画道路の見直しに向け県、市の関連部
署などとの調整を行ない、都市計画道路の見直
しの方向性を見出す。

〈目標が達成した状態〉
・「日本の20世紀遺産20選」との融合が図られた
新しい城下町におけるまちづくりのエリアが絞り
込まれ、当該エリアにおける景観計画の課題が
整理できている。

〈手段〉
・伊賀市20世紀遺産のまちづくり検討会議を３回
以上実施し、併せて具体的な活動を2件以上行
う。
・景観改定業務において、景観審議会等の意見
を聴取し、パブリックコメントのための素案を作成
のうえ、伊賀市景観審議会で承認を得て、実施す
る。
・都市計画道路見直しに関連する関係者調整を
10回以上行う。

▼



目標としてい
た達成水準
に到達した
（100％）

①年２回実施
②防水工事（１棟）完成
③整備・管理方針修正案策定

市民が安心して暮ら
せる街づくりを目指し
ます

市営住宅の改善

◎部局目標５ 関連の施策・基本事業No ― 〈これまでの経緯〉
①単身高齢者等の住宅確保要配慮者の新規入居
の設定を行い、連帯保証人規定を廃止した。
②国交付金を活用した営繕工事を計画的に実施し
てきた。
③用途廃止対象団地の用途廃止を計画的に実施し
てきた。

〈取り組む目的〉
①住宅確保要配慮者の市営住宅への入居に配慮す
る。
②市営住宅の継続的な維持保全を行う。
③伊賀市公共施設最適化計画における集約化を実
施する。

〈現状分析〉
①連帯保証人規定を廃止し、単身高齢者等の入居
者募集を行っている。
②営繕工事を計画的に実施している。
③用途廃止を計画に行うため、用途廃止対象住宅
の移転補償を行っている。

〈課題〉
①連帯保証人を廃止した場合の既入居者の連帯保
証人の取り扱いについての検討が必要となる。
②老朽化に伴い、市営住宅の修繕費が年々増加し
ている。
③伊賀市公営住宅等長寿命化計画の見直しが必要
である。（最適化計画との整合）

〈目標数値〉
①単身高齢者等の新規募集を年１回以上行う。
②国交付金工事の防水工事（１棟）を完成する。
③今後の市営住宅の整備・管理方針の修正案を
定める。

〈達成された状態〉
①住宅確保要配慮者の市営住宅への入居がより
円滑にできる。
②入居者の安心安全な居住が確保される。
③市営住宅の集約等により適切な入居者管理を
行うことができる。
　
〈手段・工程〉
①市営住宅内の募集住戸を選定し、必要な住戸
修繕を行う。
②修繕工事の早期発注を行い、迅速かつ確実に
年度内工事を実施する。
③庁内検討会議等の開催を行い、関係部署との
情報共有と課題の整理を行うと共に、改良住宅
入居者調査の精査を行う。

▼



▼

目標の達成
水準までは
遠い結果と
なった（60％
未満）

①第３次伊賀市空家等対策計画は策定できたが、古民家再生活
用指針に関しては一部計画に包含を行ったが、廃止するまでには
いたらなかった。なお、特定空家棟対策計画に関しては包含でき
た。
②マニュアルを作成できた。
③年間成約件数２０件
　　　　 登録件数３０件
④財産管理人の申立てを１件行った。
⑤民間事業者と連携し新規HOTEL１戸の増設を行った。
　古民等の再生活用にむけ活用方法や民間との連携体制につい
て先進地訪問及び文献等により知識の向上に繋げた。
　今後の流通促進を目的に要綱改正を行ったため、年度当初に新
規の物件受付を３か月程度停止した影響で、成約及び登録数の
減少に至ったと考えられる。

◎部局目標６ 関連の施策・基本事業No ― ＜これまでの経緯＞
　人口減少及び都市部への人口集中による空き家
の増加に対して
①平成28年度から空き家バンクの運営を行うことで
空き家の流通促進を行っている。
②空き家の管理においては特定空家等への指定な
どにより利活用不能な空き家の適正管理及び撤去
に対する指導を行っている。
③古民家等再生活用事業では中心市街地に古民家
を活用したホテルの開業を支援することでにぎわい
の創出に向けた事業推進を行っている。

＜取り組む目的＞
年々増加している空き家に対し新たな活用や適正管
理を指導することで、地域住民の生活環境の保全に
務めつつ、空き家を地域資源ととらえ、それらを活用
することによる市外からの人の来訪に繋げる。

＜現状分析＞
①空き家バンクの成約実績
R4⇒39件、R5⇒36件、R６⇒38件　空き家成約実績
は40件弱で推移している。
②特定空家及び管理不全空き家について
（１）　戸数
特定空家　R4⇒約150戸　R5⇒約215戸　R６⇒約65
戸
管理不全空家　R６⇒約100戸
（２）　財産管理人制度の活用
R５⇒２件（相続財産精算人制度、不在者財産管理
人制度））
R６⇒１件（所有者不明土地及び建物管理制度）

③古民家等再生活用事業
　⇒５棟開業中
  古民家を活用したホテル事業は全国的にも先進事
例として取り上げられており、国や他市、各種団体の
視察もあり本市のPR効果が大きい。
　海外からの利用客も増加傾向であることから、本
市の観光振興にも寄与している。

＜課題＞
人口減少社会が進む中では、各種施策を実施しても
空き家が増加することが見込まれ、その中でも所有
者不明等のために適切な維持管理がおこなわれな
い空き家が増加するなど、困難な案件が増えて来て
いる。
中心市街地においては、HOTELが整備されたもの
の、他の施設（飲食等）の出店が少ないことで、古民
家の活用が進んでいない。

＜目標数値＞
①空き家対策計画の作成
　次期計画においては、分冊されていた古民家等
再生活用指針と特定空家等対策計画を一つの計
画にまとめた計画とする。
②空き家の判断基準等について、誰もが理解で
きる簡単なマニュアルを作成することで空き家把
握の標準化を行う。
③空き家バンク
　⇒年間成約数40件以上
　⇒年間登録件数55件以上
④空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ
く措置
　⇒財産管理人制度１件（管理不全土地建物管
理制度）
⑤古民家再生活用事業
　⇒新規HOTEＬ２戸の増設に向けて民間事業者
と連携して推進する。
　⇒新たな古民家等再生活用事業の研究を行
う。
　
＜達成された状態＞
　空き家の利活用が促進され、地域が活性化す
る。また、地域の生活環境に悪影響を及ぼしてい
る特定空家が減少する。

＜手段・行程＞
①空家対策協議会等に内容を図りつつ進捗管理
を行う。
②計画策定と平行し空き家対策に力をいれてい
る地域と協働して作成を行う。
③空き家バンク
空き家の活用促進に向け、関係団体や地域との
連携強化よる空き家登録の推進等を行う。
④特定空家等対策
令和６年に制度化された新たな財産管理人制度
の申立てを９月末までに行う。
⑤古民家等再生活用事業
他市等の古民家活用事例の研究調査を行うこと
で再生活用の推進を行う。

市民が安心して暮ら
せ
る街づくりを目指しま
す

伊賀市空き家等対策計画の推進
及び進捗管理



▼

目標としてい
た達成水準
に到達した
（100％）

グリーンベルトについては、１４箇所（１９路線）に設置できた。舗装
の修繕計画については、課内で協議し、修繕箇所の洗い出しを
行った。地域性や事業費を考慮し、３月末までに５年間の修繕計
画を策定した。

市民が安心して暮ら
せる街づくりを目指し
ます

グリーンベルトを設置し、道路の
交通安全対策の推進を図る

目標としてい
た達成水準
を上回る成
果を出した
（100％超）

今年度末までに予定通り９橋の修繕が完了した。橋梁の集約撤去
についても、予定通り地域との協議を進めていく。（大山田２橋、府
中３橋、三田１橋　計６橋）

安心・安全でスムーズ
に移動できるよう、道
路網の機能強化を目
指します

橋梁維持修繕の推進を図る

◎部局目標８ 関連の施策・基本事業No ― 〈これまでの経緯〉
令和６年度より新規事業として着手し、14路線のグ
リーンベルトを設置した。

〈取り組む目的〉
児童等が通学等に利用する道路にグリーンベルトを
設置し、交通安全対策の推進を図る。

〈現状分析〉
実施済み路線については、自動車運転者に視覚的
に意識付けし、歩行者の安全が確保できている。

〈課題〉
路面が傷んでいる路線にグリーンベルトを設置する
ことは効率的でないため、舗装の修繕計画と併せて
実施する路線を検討する必要がある。

〈目標数値〉
10路線のグリーンベルトを設置する。
年度末までに５年間の舗装修繕計画を策定す
る。

〈達成された状態〉
グリーンベルトにより、通学路であることを自動車
運転者等に対して意識付けし、歩行者優先の安
心な道路空間が確保できる。

〈手段・工程〉
学校、地域等と連携し、地域全体で交通安全の
意識を共有し、整備効果の引き上げを行う。

◎部局目標７ 関連の施策・基本事業No ― 〈これまでの経緯〉
橋梁修繕が必要な橋梁134橋に対し、必要な修繕措
置を行ってきた。

〈取り組む目的〉
伊賀市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、従来の事
後保全から予防保全への転換を図り、橋梁の長寿
命化並びに維持管理費用の縮減を図る。

〈現状分析〉
134橋のうち、116橋の修繕措置を完了している。

〈課題〉
持続可能な維持管理が行えるよう、コストの縮減と
橋梁の集約・撤去を進める必要がある。

〈目標数値〉
修繕が必要な９橋の修繕工事を実施する。
伊賀市橋梁長寿命化計画に基づき、５橋の集約・
撤去について、地区との協議を開始する。

〈達成された状態〉
橋梁修繕により、利用者への安全性や信頼性が
確保され、安定した道路サービスの提供が可能と
なる。

〈手段・工程〉
コスト縮減に努め、９橋の修繕工事を実施する。
集約・撤去に関しては、橋梁点検を実施し修理が
必要となった橋や小規模で交通量の少ない橋を
中心に抽出する。

▼

目標としてい
た達成水準
に到達した
（100％）

応急危険度判定本部の運用マニュアルの素案を整備することが
できた。そのためのワーキンググループ会議を８回開催し充実した
議論ができた。

市民が安心・安全に
暮らせるよう有事の際
に備え体制を整備す
る

被災建築物応急危険度判定のた
めの受け入れ体制を整備する。

◎部局目標９ 関連の施策・基本事業No ― 〈これまでの経緯〉
大地震被災時の応急危険度判定における体制が不
十分である。資格を取得したり、講習会へ参加したり
知識を得ている。
　
〈取り組む目的〉
応急危険度判定の受け入れ体制を強化する。

〈現状分析〉
体制に対するマニュアル、資料、道具の整理が不十
分である上、人材も不足しており、実際に機能する
か疑問である。
　
〈課題〉
マニュアル、資料、道具の整備が不十分であり、また
実際の運用可能か確認を要する。

〈目標数値〉応急危険度判定本部の体制のマニュ
アル案を整備する。
　
〈達成された状態〉
マニュアルに基づいて応急危険度判定の体制が
構築され、実際の機能する。

〈手段・工法〉
マニュアルの整備等、判定活動を推進するため
のワーキンググループを設置し、年２回以上開
催。課題解決を組織的に行う。

▼


